
広報いしおか　2023.7.1（No.426）　４

登録の対象者は…登録の対象者は…
▶災害時に自分自身で避難することが困難な人で、次
のいずれかに該当する人
①高齢者（65歳以上）単身世帯
②高齢者（65歳以上）のみの世帯
③高齢者（65歳以上）で日中一人になってしまう人
④介護保険の認定を受けている人（要介護３以上）
⑤障害者手帳、療育手帳等を所持している人
⑥妊産婦・乳児
⑦難病患者
⑧その他避難に支援を必要とする人

登録手続きは…登録手続きは…
▶登録を希望される人は「避難行
動要支援者避難支援登録申請兼
登録台帳（個別計画）」の申請
用紙にご記入のうえ、市役所へ
提出をお願いします。

※申請用紙のダ
ウンロードおよ
び詳細について
はこちらから▶

自力での避難が困難な人へ自力での避難が困難な人へ
－石岡市避難行動要支援者避難支援制度－ 問　社会福祉課　℡ 23-5569

お役立ち情報

緊急時は、避難所や被害状況などの情報収集が必要不可欠です。
情報収集の方法を確認し、災害に備えましょう。

▲メルマガ ▲Twitter ▲ Facebook▲市防災HP ▲ LINE

◀令和４年度版石岡市防災ハザードマップが発行され
ました。アプリ版カタログポケットをダウンロード
することで、ハザードマップの簡易多言語化版とオ
フラインでの閲覧が可能です。 ▲カタログ

ポケット

　市では、大規模な災害が発生し避難する際に、ご家族などの援助が困難で、何らかの助けが必要な
人の登録を行っています。

①名簿登録
情報提供の同意

②同意情報の提供③安否確認や
避難行動支援

●名簿登録者
（避難行動要支援者）

●石岡市
要援護者名簿作成
（同意者名簿作成）

●地域支援者などの関係者
自主防災組織・民生委員児童
委員・社会福祉協議会など

本
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自然災害に備える
暮らしのなかの防災を再点検！

　近年、日本各地で豪雨をはじめとする様々な自然災害が後を絶ちません。雨の多くなる季節となっ
てきた今、「どのタイミング」で「どのような行動をとるか」を時系列で整理する『マイ・タイム
ライン』をご家族やご近所の方々と作成し、災害に備えましょう。

問　防災危機管理課　℡ 23-7284

マイ・タイムラインで事前の備えをマイ・タイムラインで事前の備えを

防災
情報

本

ステップ１
ハザードマップで自宅周辺の水害と土砂災
害それぞれの災害リスクを確認する

ステップ２
・避難場所や避難のタイミングを決める
・家族などの連絡先と非常持出品を確認する

ステップ３
災害から身を守るため「いつ」「誰が」「何
をするのか」を決める

◀ WEB で
マイ・タイム
ラインを作成

さらに詳しく
考えてみよう＼ ／

◀県HPはこ
ちらからご確
認ください

警戒レベル４
避難指示

避難のポイント

全員避難
で危険な場所から

しましょう。


